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兵庫県職員募集 

 
１ 募集職種、採用予定人員、申込受付先等 
 

職  種 
採用予定 

区 
分 

 
 職 務 内 容 
 

 
受 験 資 格 

 

申込受付先 
及び照会先 

産業技術
職（有機
材料系） 
 
 
 

１ 名 

本庁、県民局な
どで行う工業技
術の振興に関す
る業務及び県立
工業技術センタ
ーにおける試
験・研究、技術
指導などの業務 
 
 

・昭和 49 年４月２日から昭和 62 年４月１日
までに生まれた者（平成 21 年４月 1 日現在
22～34 歳） 

・４年制大学（これと同等と認められる大学
校などを含む）又は大学院の課程において、
有機化学系、応用化学系、高分子化学系、
又は農芸化学系の学科（研究科）を卒業（修
了）した者又は卒業（修了）見込みの者 

〒650-8567 
神戸市中央区下
山手通 5-10-1 
兵庫県産業労働
部産業政策局産
業政策課 
 
直通電話 
(078)362-3310 

理化学職
（法医） 
 
 
 

 
２ 名 
 

警察本部刑事部
科学捜査研究所
における血液、
体液等の法医学
的物体鑑定、検
査、研究及び実
験などに関する
業務 

・昭和 53 年４月２日から昭和 62 年４月１日
までに生まれた者（平成 21 年４月 1 日現在
22～30 歳） 

・４年制大学（これと同等と認められる大学
校などを含む）又は大学院の課程において、
生物化学系の学科（研究科）を卒業（修了）
した者又は卒業（修了）見込みの者 

理化学職
（物理） 
 
 
 
 

 
１ 名 

 

警察本部刑事部
科学捜査研究所
における交通事
故等の鑑定、検
査、研究及び実
験などに関する
業務 
 
 
 

・昭和 53 年４月２日から昭和 62 年４月１日
までに生まれた者（平成 21 年４月 1 日現在
22～30 歳） 

・４年制大学（これと同等と認められる大学
校などを含む）又は大学院の課程において、
機械工学系の学科（研究科）を卒業（修了）
した者又は卒業（修了）見込みの者 

理化学職
（化学） 
 
 
 

 

 
１ 名 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 

警察本部刑事部
科学捜査研究所
における薬毒物
の化学鑑定、検
査、研究及び実
験などに関する
業務 

・昭和 53 年４月２日から昭和 62 年４月１日
までに生まれた者（平成 21 年４月 1 日現在
22～30 歳 

・ ４年制大学（これと同等と認められる大学
校などを含む）又は大学院の課程におい
て、化学系又は薬学系の学科を専攻して卒
業（修了）した者又は卒業（修了）見込み
の者 

 
 

〒650-8510 
神戸市中央区下
山手通 5-4-1 
兵庫県警察本部
警務部警務課 
 
代表電話 
(078)341-7441 

内線(2632) 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨床工学
技士 
 

 

 
３ 名 

 

中 
 
 

級 

県立病院におけ
る生命維持管理
装置等の操作及
び保守点検等の
業務 

・昭和 49 年４月２日から昭和 63 年４月１日
までに生まれた者（平成 21 年４月 1 日現在
21～34 歳） 

・臨床工学技士の免許を有する者又は取得見
込みの者 

〒650-8567 
神戸市中央区下
山手通 5-10-1 
兵庫県病院局管
理課 
 
直通電話 
(078)362-3297 
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注）１ 地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項の各号（４ページに記載）のいずれかに該当する人

は受験できません。 

   ２ 理化学職(法医)、理化学職(物理)及び理化学職(化学)については、日本国籍を有しない人は

受験できません。 

   ３ 臨床工学技士については、採用にあたり、受験資格に記載する資格又は免許が必要です。 

 
２ 受験手続、選考試験方法等 
 (1) 受験手続 
  ア 申込締切日までに自筆の履歴書（市販のものに写真貼付）１通を上記申込受付先まで、受験職

種を明記のうえ、郵送又は持参により申し込んでください。 
 
    産業技術職（有機材料系）の申込者については、履歴書に加え、下記①及び②の書類を提出し

てください。なお、これらの書類に基づき、業績審査を行います。 
    ①専攻分野に関する業績目録(著書、学位論文、学会論文、口頭発表予稿、調査報告書等) 
    ②業績目録記載の本文の写し 
 

  イ 申込後は、提出された履歴書などは返却しませんので、必要がある場合は、各自コピーをとる

などしておいてください。 
 

 (2) 申込締切日 
  ア 郵送の場合 平成２０年９月１日（月）【必着】 
  イ 持参の場合 平成２０年９月３日（水）午後５時 
    ※ 郵送申込の場合は、郵便事情により受付先への到着が遅れることがありますので、早めに

お送りください。 
      また、各自で郵送申込締切日までに上記、申込受付先あて、受付されていることを必ず電

話で確認してください。 
 
 (3) 受験手続上の留意事項 
   受験票等の送付は行いませんので、試験当日の開始時刻までに、会場にお越しください。 
 
３ 試験日、試験会場 

 (1) 試験日 

   平成２０年９月９日（火）午前９時から〔合格発表９月２５日（木）１５時〕 
   ただし、応募が多い場合は、９月９日（火）に第１次試験として教養試験、専門試験、業績審査[産

業技術職（有機材料系）のみ]を実施〔第１次試験合格発表９月２５日（木）１５時〕し、１０月３
日（金）（集合時間及び会場は、第１次試験合格発表通知でお知らせします。）に、第１次試験合格
者に対し、第２次試験として口述試験、適性検査を行い、最終合格者を決定します。〔最終合格発表
１０月１７日（金）１５時〕 

   なお、第２次試験実施の有無をあらかじめお知りになりたい方は、９月５日（金）午前 10 時以降
に上記の「申込受付先及び照会先」に問い合わせてください。また、兵庫県ホームページ（採用試
験のページ：アドレス http://web.pref.hyogo.lg.jp/pref/cate3_649.html）にも掲載します。 



 
 (2) 試験会場 
   兵庫県立のじぎく会館 
   〒650-0003  
   神戸市中央区山本通４－２２－１５ 
   ℡（０７８）２４２－５３５５ 
 
 
  ・神戸市営地下鉄「県庁前」駅下車 
   北へ徒歩５分 
  ・ＪＲ「元町」駅又は阪神「元町駅」から 
   北へ徒歩 15 分 
 
 
 
 
 
４ 選考試験方法 
(1) 理化学職(法医)、理化学職（物理）、理化学職(化学)、臨床工学技士 

 

種  目 配 点 内  容 

教養試験 
（２時間） 

大学卒業程度の一般教養について択一式により試験を行います。
※臨床工学技士については、短期大学、高等専門学校卒業程度の
 一般教養について、択一式により試験を行います。 

専門試験 
（２時間） 

 
 
 
200 点 
 

各職種に必要な大学卒業程度の専門的知識について択一式・記述
式により試験を行います。 
※臨床工学技士については、短期大学、高等専門学校卒業程度の
 専門的知識について、択一式・記述式により試験を行います。

口述試験 
（1 人 20～30 分程度） 

個別面接により、態度、表現力、信頼性、積極性、適応性につい
て、試験を行います。 

適性検査 

 
300 点 
 職務の遂行に必要な適性について検査します。 

 ※ 合格者は、教養、専門、口述の各試験の合計得点順に決定します。応募が多く、第２次試験を行
う場合は、第 1 次試験の得点に第２次試験の得点を加算した合計得点順に決定します。なお、各試
験種目には合格基準があり、一つでも基準に達していない場合は、不合格となります。 

 
(2) 産業技術職（有機材料系） 

 

種  目 配 点 内  容 

教養試験 
（２時間） 

大学卒業程度の一般教養について択一式により試験を行います。

専門試験 
（２時間） 

職種に必要な大学卒業程度の専門的知識について択一式・記述式
により試験を行います。 

業績審査 

 
 
300 点 

職務の遂行に必要な業績について審査します。 

口述試験 
（1 人 20～30 分程度） 

個別面接により、態度、表現力、信頼性、積極性、適応性につい
て、試験を行います。 

適性検査 

 
400 点 

職務の遂行に必要な適性について検査します。 

 ※ 合格者は、教養、専門、口述の各試験及び業績審査の合計得点順に決定します。応募が多く、第
２次試験を行う場合は、第 1 次試験の得点に第２次試験の得点を加算した合計得点順に決定します。
なお、各試験種目には合格基準があり、一つでも基準に達していない場合は、不合格となります。 

 
５ 採用予定時期 
  平成２１年４月 1日  ※採用予定時期より早く採用される場合があります。 
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６ その他 

 (1) 試験当日は、シャープペンシル、消しゴム、黒ボールペン、昼食を各自必ず持参してください。 

 (2) 試験会場への自動車、単車の乗り入れは、一切できませんので、公共交通機関を利用してくださ

い。 

 (3) 地方公務員法第 16 条の欠格条項は次のとおりです。 

  ・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

  ・禁錮
 こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

  ・兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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